
次
の
①
②
に
該
当
す
る
か
た
は
、
申

請
す
る
と
｢福
祉
医
療
費
受
給
者
証
｣が

交
付
さ
れ
、
診
療
の
際
に
受
給
者
証
と

健
康
保
険
証
を
一
緒
に
医
療
機
関
に
提

示
す
る
と
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分

(１
〜
３
割
)が
助
成
さ
れ
ま
す
。

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度
の
対
象

０
･１
歳
▼

全
員
に
入
院
･通
院
医
療
費

を
助
成
し
ま
す
。
所
得
確
認
あ
り

２
〜
６
歳
▼

入
院
は
全
員
に
助
成
し
ま

す
。
通
院
は
所
得
制
限
あ
り

小
･中
学
生
▼

入
院
･通
院
と
も
に
所
得

制
限
あ
り

ひ
と
り
親
家
庭
、
父
母
が
い
な
い
家

庭
、
父
か
母
が
重
度
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
お
持
ち
の
家
庭
▼

18
歳
ま
で
の
お

子
さ
ん
(18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
)が
対
象
で
す
。

所
得
制
限
あ
り
。
お
子
さ
ん
が
就
職
な

ど
で
、
社
会
保
険
本
人
に
な
る
と
該
当

し
ま
せ
ん

②
障
が
い
児
(者
)の
福
祉
医
療
制
度
の
対
象

重
度
障
が
い
児
(者
)▼
身
体
障
害
者
手

帳
１
〜
３
級
か
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち

の
か
た
。
社
会
保
険
本
人
は
所
得
制
限

あ
り

高
齢
身
体
障
が
い
者
▼

65
歳
以
上
で
身

体
障
害
者
手
帳
４
〜
６
級
を
お
持
ち
の

か
た
。
社
会
保
険
本
人
は
該
当
し
ま
せ

ん
。
所
得
制
限
あ
り

●
申
請
と
変
更
手
続
き
の
窓
口

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度
は

子
ど
も
総
務
課
(市
役
所
２
階
)

☎
(８
８
８
)５
６
９
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
(８
８
８
)５
６
９
３

②
障
が
い
児
(者
)の
福
祉
医
療
制
度
は

障
が
い
福
祉
課
(市
役
所
１
階
)

☎
(８
８
８
)５
６
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
(８
８
８
)５
６
６
４

…
西
部
･南
部
･北
部
･河
辺
･雄
和
の
各

市
民
Ｓ
Ｃ
、
駅
東
Ｓ
Ｃ
で
は
、
①
②

と
も
受
け
付
け
ま
す
。

■
乳
幼
児
、
小
･中
学
生
の

福
祉
医
療
制
度
の
所
得
制
限

次
の
｢Ⓐ
総
所
得
額
｣か
ら
｢Ⓑ
各
種

控
除
額
｣を
控
除
し
た
額
が
、
｢Ⓒ
所
得

制
限
基
準
額
｣を
超
え
る
場
合
は
助
成

制
度
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
父
母
の
所
得
は
合
算
せ
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
額
で
判
断
し
、
い
ず

れ
か
が
超
え
る
と
該
当
し
ま
せ
ん
。

Ⓐ
総
所
得
額

・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
市
･県
民
税
を
給

料
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
る
か
た
▼

市

民
税
･県
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知

書
の
｢総
所
得
金
額
①
｣欄
の
額

・
市
･県
民
税
を
納
税
通
知
書
で
納
付

し
て
い
る
か
た
▼

市
民
税
･県
民
税
納

税
通
知
書
の
３
枚
目
に
綴
ら
れ
て
い

る
税
額
計
算
明
細
書
の
｢
総
所
得

①
＋
②
｣欄
の
額

Ⓑ
各
種
控
除
額
(控
除
の
種
類
▼

控
除
額
)

雑
損
控
除
･医
療
費
控
除
･小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除
･配
偶
者
特
別
控
除
▼

市
･県
民
税
の
控
除
額
と
同
額
、
社
会

保
険
料
控
除
▼

８
万
円
、
障
害
者
控
除

(１
人
に
つ
き
)▼
普
通
27
万
円
･特
別
40

万
円
、
勤
労
学
生
控
除
▼

27
万
円

Ⓒ
所
得
制
限
基
準
額
(扶
養
人
数
▼

基
準
額
)

乳
幼
児
…
０
人
▼

460
万
円
、
１
人
▼

498
万

円
、
２
人
▼

536
万
円
、
３
人
▼

574
万
円

小
･中
学
生
…
０
人
▼

267
万
２
千
円
、
１

人
▼

305
万
２
千
円
、
２
人
▼

343
万
２
千

円
、
３
人
▼

381
万
２
千
円

国
民
年
金
に
は
、
在
学
期
間
の
保
険

料
の
納
付
を
猶
予
し
、
社
会
人
に
な
っ

て
か
ら
納
付
で
き
る
｢学
生
納
付
特
例

制
度
｣が
あ
り
ま
す
。
申
請
が
承
認
さ

れ
る
と
、
そ
の
期
間
は
年
金
受
給
資
格

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

対
象
▼

大
学
、
短
大
、
専
修
学
校
な
ど
の

在
学
生
で
、
前
年
の
所
得
が
118
万
円
以

下
(本
人
に
扶
養
家
族
が
い
る
場
合
は

１
人
に
つ
き
38
万
円
加
算
)の
か
た
、
ま

た
は
失
業
な
ど
の
理
由
が
あ
る
か
た

申
請
時
の
持
ち
物
▼

年
金
手
帳
、
学
生

証
ま
た
は
平
成
30
年
４
月
１
日
以
降
に

取
得
し
た
在
学
証
明
書
、
印
鑑
、
会
社

な
ど
を
退
職
し
て
学
生
に
な
っ
た
か
た

は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど

申
請
期
間
▼

平
成
30
年
度
の
申
請
は
４

月
２
日
(月)
か
ら
。
過
年
度
の
申
請
は
、

受
理
さ
れ
た
月
の
２
年
１
か
月
前
か
ら

当
該
年
度
末
ま
で
申
請
で
き
ま
す
。
１

枚
の
申
請
書
で
１
年
度
分
(４
月
か
ら

翌
年
３
月
)の
申
請
で
す

申
請
窓
口
(平
日
の
み
)▼
国
保
年
金
課

(市
役
所
１
階
)、
各
市
民
Ｓ
Ｃ
(中
央
･

東
部
を
除
く
)、
駅
東
Ｓ
Ｃ
、
岩
見
三

内
･大
正
寺
の
各
連
絡
所

●
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
国
保
年

金
資
格
担
当
☎
(８
８
８
)５
６
３
３

10

市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、下記ページをご覧ください。
u公式ホームページ　http://www.city.akita.akita.jp/
u公式ツイッター　https://twitter.com/akitacity
u秋田市役所Facebookページ　https://www.facebook.com/city.akita

医
療
費
の
自
己
負
担
分
が

軽
減
さ
れ
る
福
祉
医
療
費

の
申
請
を
忘
れ
ず
に

１階待合スペース

市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、下記ページをご覧ください。
u公式ホームページ　http://www.city.akita.akita.jp/
u公式ツイッター　https://twitter.com/akitacity
u秋田市役所Facebookページ　https://www.facebook.com/city.akita

市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
文
中
｢Ｓ
Ｃ
｣は
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
略

＊
お
子
さ
ん
が
１
歳
以
上
で
、
市
(区
町
村
)民

税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
は
、
自

己
負
担
分
の
半
額
を
お
支
払
い
い
た
だ
き

ま
す
。
な
お
、
医
療
機
関
や
薬
局
ご
と
に

月
額
１
千
円
が
上
限
で
す
。

＊
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
か
た
な
ど
は
、
福

祉
医
療
の
変
更
手
続
が
必
要
で
す
。
申
請

ま
た
は
変
更
の
手
続
き
は
、
受
給
す
る
か
た

の
健
康
保
険
証
と
認
め
印
を
持
っ
て
、
右
の

窓
口
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

＊
扶
養
人
数
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
、
所
得
制

限
基
準
額
に
38
万
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

＊
前
年
の
１
月
１
日
に
秋
田
市
に
お
住
ま
い

で
な
い
か
た
は
、
前
に
住
ん
で
い
た
自
治

体
が
発
行
す
る
所
得
証
明
書
が
必
要
で
す

(源
泉
徴
収
票
は
不
可
)。

国
民
年
金
に
は
学
生
納
付

特
例
制
度
が
あ
り
ま
す

◆問い合わせは各課所室へ 市が発行した｢市民便利帳2017･2018年度版｣30㌻中段に掲載した｢中央市民サービスセンタ
ー｣の電話番号は、市の窓口案内の番号ではありません。事業ごとに直接、各課所室へお電話されるようお願いします。
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次
の
か
た
に
、
は
り
･き
ゅ
う
･マ
ッ

サ
ー
ジ
受
療
券
(使
用
開
始
日
は
４
月

１
日
)を
交
付
し
ま
す
。

申
し
込
み
は
３
月
22
日
(木)
か
ら
各
担

当
課
の
窓
口
の
ほ
か
、
各
市
民
Ｓ
Ｃ
(中

央
･東
部
を
除
く
)、
駅
東
Ｓ
Ｃ
、
岩
見

三
内
･大
正
寺
の
各
連
絡
所
で
受
け
付

け
ま
す
。
い
ず
れ
も
平
日
の
み
。

◆
秋
田
市
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
か
た

対
象
は
、
国
保
加
入
に
加
え
、
年
齢

が
55
歳
以
上
74
歳
以
下
で
、
申
請
前
の

国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
か

た
で
す
。

交
付
▼

１
回
に
つ
き
800
円
を
助
成
す
る

券
20
枚
綴
り
を
２
冊
ま
で

持
ち
物
▼

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

と
、
身
元
確
認
が
で
き
る
運
転
免
許
証

な
ど

担
当
窓
口
▼

国
保
年
金
課
(市
役
所
１

階
)☎
(８
８
８
)５
６
３
０

◆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
か
た

交
付
▼

１
回
に
つ
き
800
円
を
助
成
す
る

券
15
枚
綴
り
を
１
冊

持
ち
物
▼

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

担
当
窓
口
▼

長
寿
福
祉
課
(市
役
所
２

階
)☎
(８
８
８
)５
６
６
６

秋
田
市
国
民
健
康
保
険
の
｢日
帰
り

人
間
ド
ッ
ク
｣の
受
診
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。

６
月
か
ら
始
ま
る
特
定
健
康
診
査
(メ

タ
ボ
健
診
)は
無
料
で
す
が
、
人
間
ド
ッ

ク
は
、
特
定
健
康
診
査
の
検
査
項
目
に

加
え
て
詳
細
な
検
査
を
行
う
た
め
、
自

己
負
担
が
あ
り
ま
す
。
両
方
は
受
診
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
項
目
や

自
己
負
担
額
な
ど
は
、
各
実
施
医
療
機

関
で
異
な
り
ま
す
。

対
象
▼

秋
田
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

で
、
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
か
た
。
た

だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
か
た
は
対
象
外
で
す

①
来
年
３
月
31
日
時
点
で
35
歳
以
上
の

か
た

②
今
年
４
月
ま
で
の
加
入
月
数
が
通
算

12
か
月
以
上
の
か
た

③
国
保
税
を
完
納
し
て
い
る
か
た

申
請
期
間
▼

４
月
９
日
(月)
か
ら
13
日
(金)
ま

で
、
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

(ア
ル
ヴ
ェ
は
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
)

持
ち
物
▼

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

定
員
(抽
選
)▼
１
千
350
人
。
抽
選
結
果

は
、
５
月
上
旬
ま
で
に
申
請
者
全
員
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
(申
込
順
で
は
あ
り

ま
せ
ん
)

申
請
窓
口
▼

特
定
健
診
課
(市
役
所
１

階
)、
各
市
民
Ｓ
Ｃ
(中
央
･東
部
を
除

く
)、
ア
ル
ヴ
ェ
１
階
き
ら
め
き
広
場

…
初
日
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。
な
お
、
電
子
申
請

で
も
受
け
付
け
ま
す
。
保
険
証
を
ご

用
意
の
う
え
、
特
定
健
診
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い

ド
ッ
ク
実
施
医
療
機
関
▼

市
立
秋
田
総

合
病
院
、
秋
田
赤
十
字
病
院
、
中
通
健

康
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
秋
田
厚
生
医
療
セ
ン

タ
ー
、
秋
田
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
、

秋
田
赤
十
字
病
院
附
属
あ
き
た
健
康
管

理
セ
ン
タ
ー
、
白
根
病
院
、
土
崎
病
院

自
己
負
担
額
▼

１
万
１
千
円
〜
１
万
７

千
円
(ド
ッ
ク
受
診
料
の
３
割
＋
受
診

料
の
消
費
税
相
当
額
)

●
問
い
合
わ
せ
　

特
定
健
診
課
☎
(８
８
８
)５
６
３
６

小
･中
学
校
の
３
月
分
の
給
食
費

は
、
２
月
分
と
一
緒
に
３
月
28
日
(水)
に

口
座
振
替
に
な
り
ま
す
の
で
、
残
高
不

足
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
手
続
き
を
し
て
い
な
い

か
た
は
、
３
月
中
旬
に
納
付
書
を
お
送

り
し
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
の
窓
口

で
、
３
月
28
日
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　

学
事
課
☎
(８
８
８
)５
８
０
６

町内会や地区振興会などが行う、個性ある

地域づくりや課題解決に向けた活動を支援す

る｢地域づくり交付金｣の、平成29年度実績報

告会と30年度募集説明会を開催します。

会場は各地域の市民サービスセンター(SC)

です。直接会場へお越しください。

【交付金の対象事業】地域団体による防災、防
犯、交通安全、環境整備、美化、世代間交流な
どの活動で、新規またはこれまでの活動の拡
充となる事業

【交付額】１件につき５万円以上50万円以下
【申請期間】４月２日(月)から27日(金)まで

u中央(市役所３階洋室４)☎(888)5643と
東部☎(853)1063＝４月５日(木)午後２時〜

u西部☎(888)8080と南部☎(838)1213
＝４月６日(金)午後２時〜

u北部☎(845)2261＝４月６日(金)午前10時〜
u河辺☎(882)5421

＝４月５日(木)午後４時30分〜
u雄和☎(886)5550＝４月４日(水)午後３時〜

会場となる市民SCと開催日時

地域づくり交付金
報告会･説明会を開催

は
り
･き
ゅ
う
･マ
ッ
サ
ー

ジ
受
療
券
を
交
付
し
ま
す

２
･３
月
分
の
給
食
費
は

３
月
28
日
(水)
に
口
座
振
替

４
月
９
日
(月)
▼

13
日
(金)

国
保
の
日
帰
り

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
申
請

＊詳しくは、各地域ごとの市民SCにお問い合わせを。


